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資産運用会社による子会社の設立に関するお知らせ 

 

産業ファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用会社である三菱

商事・ユービーエス・リアルティ株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、平成 27 年 12 月 11 日開

催の取締役会において、下記のとおり、新たに子会社を設立することを決定しましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

１.子会社を新設する理由 

本投資法人が平成 27 年 2月 16 日付「資産運用会社における組織の変更に伴う業務の内容又は方法につい

ての変更届出提出の決定及び重要な使用人の異動に関するお知らせ」でお知らせした通り、本資産運用会社

は、これまでの本投資法人及び日本リテールファンド投資法人の運用実績を活かした不動産投資商品の拡大

等を理由として、同日付で「私募運用部」を設置しました。この度、本資産運用会社は、助言型のファンド

を志向する投資家に対してもグループ全体としてサービスを提供できる体制を整備し、また、不動産私募フ

ァンド事業につきより一層の独立性の確保を求める投資家のニーズに応えるため、助言型の私募ファンド事

業を行う子会社（以下「私募子会社」といいます。）を設立することとしました。なお、私募子会社の設立

後は、私募子会社において投資助言業の登録に向けた所要の体制整備を行う予定であり、投資助言業の登録

完了後、助言型の私募ファンド事業を開始する予定です。 

２．新設する子会社の概要 

新設する子会社の名称 MCUBS ジャパン・アドバイザーズ株式会社（予定） 

大株主及び持株比率 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 100％ 

子会社設立予定日 平成 27 年 12 月～平成 28 年 1 月（予定） 

３．子会社設立に伴う届出 

本資産運用会社は、私募子会社の設立時に、金融商品取引法第 50 条第 1項第 8号及び金融商品取引業等

に関する内閣府令第 199 条第 3号に基づく届出を金融庁長官宛に行う予定です。 

４．今後の見通し 

本件による本投資法人の平成 27 年 12 月期（第 17 期：平成 27年 7 月 1日～平成 27 年 12 月 31 日）の運

用状況に与える影響はなく、運用状況の予想に変更はありません。 

 
 

以 上 

 

http://www.iif-reit.com/upd/ir_news/pdf/1502161705311371.pdf
http://www.iif-reit.com/upd/ir_news/pdf/1502161705311371.pdf

